
目

次

告

示

○
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

図
書
類
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課
）
…
一

○
救
急
病
院
の
設
置
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
機
関
の

指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
師
の
指
定
（

同

）
…
二

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
県
民
生
活

文

化

課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者
（
製

作
者
）
名

該
当
条
項

一三一四二
書
籍

実
話
Ｂ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
Ａ
タ
ブ
ー

六
月
号

雑
誌
〇
五
三
七
五
―
〇
六

コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
及
び

第
二
号
該
当

一三一四三

ナ
ッ
ク
ル
ズ
極
ベ
ス
ト
Ｖ
Ｏ
Ｌ
・
一
八

雑
誌
六
八
五
一
七
―
九
四

ミ
リ
オ
ン
出
版

一三一四四

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

六
月
号

雑
誌
〇
一
八
〇
五
―
〇
六

鉄
人
社

一三一四五

Ｍ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｚ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｂ
Ｅ
×
Ｂ
Ｏ
Ｙ

六
月
号

雑
誌
一
八
三
五
五
―
〇
六

リ
ブ
レ

一三一四六

Ｂ
Ｅ
・
Ｂ
Ｏ
Ｙ

Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ

六
月
号

雑
誌
一
七
七
七
九
―
〇
六

リ
ブ
レ

一三一四七

シ
ェ
リ
プ
ラ
ス

五
月
号

雑
誌
〇
四
三
二
一
―
〇
五

新
書
館

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

青
森
県
報
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第
四
千
三
百
七
号

平
成
二
十
九
年

六
月
五
日

（
月
曜
日
）



り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

国
民
健
康
保
険
南
部
町

医
療
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
南
部
町
大
字
下
名
久
井
字

白
山
八
七
の
一

平
成
三
十
二
年
五
月
三
十
一

日

青
森
市
立
浪
岡
病
院

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
平
野
一

八
〇

平
成
三
十
二
年
六
月
二
日

十
和
田
第
一
病
院

十
和
田
市
東
三
番
町
一
〇
の
七
〇

平
成
三
十
二
年
六
月
十
二
日

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
三
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

医
療
法
人
雄
心
会
近
藤
病
院

青
森
市
松
原
三
丁
目
一
三
の
二
一

平
成
二九･
四･三〇

医
療
法
人
雄
心
会
渡
辺
病
院

青
森
市
橋
本
一
丁
目
七
の
四

〃

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

み
ど
り
の
風
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

十
和
田
市
西
十
二
番
町
一
〇
の
二
〇
石
倉

荘
一

平
成
二九･
四･一四

さ
さ
き
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
大
字
浪
館
字
泉
川
二
二
の
七

〃

Ａ
Ｍ
Ｃ
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
新
町
二
丁
目
二
の
二
二

二九･
四･二五

す
ず
ら
ん
調
剤
薬
局
鰺
ヶ
沢
店

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
七
ツ
石
町
二
六

二九･
五･
一

ひ
ま
わ
り
薬
局
新
青
森
駅
前
店

青
森
市
大
字
石
江
字
高
間
一
〇
四
の
一
五

六

二九･
五･
二

医
療
法
人
雄
心
会
青
森
新
都
市
病

院

青
森
市
大
字
石
江
字
高
間
一
〇
九
の
一
八

二九･
五･
八

う
し
お
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
東
白
山
台
二
丁
目
三
四
の
一
六

二九･
五･一一

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指

定

年
月
日

名

称
所

在

地
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難
病
指
定

医

村
田

興
則
八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

呼
吸
器
内
科

平
成
二九･
四･二七

難
病
指
定

医

野
田

宏
伸
八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

外
科

〃

難
病
指
定

医

西
村

慎
一
八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

整
形
外
科

〃

難
病
指
定

医

松
本

聡
子
八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

小
児
科

〃

難
病
指
定

医

佐
々
木

了

政

八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

血
液
内
科

〃

難
病
指
定

医

谷
地
森

康

二

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

精
神
科

二九･
五･
八

難
病
指
定

医

竹
内

淳
子
十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

精
神
科

〃

難
病
指
定

医

葛
西

孝
健
十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

総
合
内
科

〃

難
病
指
定

医

髙
山

孝
一

朗

十
和
田
市
立

中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二

番
町
一
四
の
八

泌
尿
器
科

〃

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
尾
上
蔵
保
存
利
活
用
促
進
会

三

代
表
者
の
氏
名

山
口

憲
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
川
市
金
屋
中
松
元
八
八
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
町
内
外
の
住
民
に
対
し
て
、
尾
上
に
存
在
す
る
蔵
保
存
と
利
活
用
の
促
進
、
蔵

所
有
者
は
じ
め
地
域
住
民
の
意
識
高
揚
、
農
村
景
観
の
維
持
発
展
及
び
地
域
資
源
の
保
全
と
創

造
、
グ
リ
ー
ン
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
事
業
推
進
及
び
地
域
農
業
再
構
築
や
食
文
化
の
創
造
等
を
テ
ー
マ

と
し
た
情
報
発
信
事
業
等
を
行
い
、
農
業
と
農
村
の
も
つ
豊
か
さ
、
農
村
文
化
の
漂
う
町
づ
く

り
、
ひ
い
て
は
農
業
・
農
村
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
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仙
台
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
四
丁
目

仙
台
支
店

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
中
央
三
丁
目



変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｋ
ｅ
ｅ
ｐ
・
Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ

三

代
表
者
の
氏
名

今

美
加
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
藤
崎
字
西
村
井
三
二
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
基
本
的
人
権
を
享

有
す
る
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
障
害

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
各
種
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
通
し
て
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
障
害
の
有
無

に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る

社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
蛎

崎
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
（
用
排
水
施
設
等
整
備
（
土
砂
崩
壊
防
止
工

事
）
）
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
七
月
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

む
つ
市
役
所

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
舞

手
頭
首
工
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
七
月
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

田
子
町
役
場

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
西

越
田
中
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の

で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
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二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日
か
ら
同
年
七
月
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

新
郷
村
役
場

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

森
山
デ
ィ
ー
ゼ
ル
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

森
山
義
弘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
新
田
三
丁
目
一
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
一
〇
〇
七
八
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
電
気
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
牧
野
組

二

代
表
者
の
氏
名

牧
野
正
林

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

新
町
八
三
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
二
四
）
第
八
九
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
五
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
相

馬
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

中
南
地
域
県
民
局
長

柏

木

司

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

監

事

石
岡

正
一

弘
前
市
大
字
下
湯
口
字
青
柳
二
八

平
成
二九･
三･三一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
田
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子
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

三
八
地
域
県
民
局
長

津

島

正

春

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

原

正
明

三
戸
郡
田
子
町
大
字
石
亀
字
石
亀
五
五
の
一

平
成
二九･
四･三〇

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
十

三
湖
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日

西
北
地
域
県
民
局
長

山

本

馨

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃

野
上

憲
幸

塚
本

茂

平
山

久
宗

木
村

松
男

加
藤

寛
治

葛
西

久
夫

米
塚

文
一

鈴
木

正
美

竹
内

宏
人

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字
沖
原
一
一
七
の

一
五
九

〃

〃

大
字
豊
岡
字
片
岡
一
三
の
五

一〃

〃

大
字
今
泉
字
神
山
五
九
の
一

〃

〃

大
字
高
根
字
小
金
石
七
八
七

〃

〃

大
字
中
里
字
亀
山
六
二
四

〃

〃

大
字
尾
別
字
浅
井
一
五
八
の

一〃

〃

大
字
福
浦
字
松
野
尾
七
の
六

〃

〃

大
字
田
茂
木
字
鳴
見
三
一
一

の
一
二

〃

〃

大
字
芦
野
字
福
泊
二
三

平
成
二九･
五･一〇就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃

監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃

敦
賀

鉄
幸

坂
本

朝
彦

柏
谷

肇

野
上

憲
幸

塚
本

茂

平
山

久
宗

木
村

松
男

加
藤

寛
治

葛
西

久
夫

米
塚

文
一

鈴
木

正
美

竹
内

宏
人

敦
賀

鉄
幸

坂
本

朝
彦

〃

〃

大
字
今
泉
字
唐
崎
二
〇
の
一

六
〇

〃

〃

大
字
長
泥
字
玉
清
水
二
二
八

の
六

五
所
川
原
市
相
内
吉
野
一
五
の
二
八
八

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
薄
市
字
沖
原
一
一
七
の

一
五
九

〃

〃

大
字
豊
岡
字
片
岡
一
三
の
五

一〃

〃

大
字
今
泉
字
神
山
五
九
の
一

〃

〃

大
字
高
根
字
小
金
石
七
八
七

〃

〃

大
字
中
里
字
亀
山
六
二
四

〃

〃

大
字
尾
別
字
浅
井
一
五
八
の

一〃

〃

大
字
福
浦
字
松
野
尾
七
の
六

〃

〃

大
字
田
茂
木
字
鳴
見
三
一
一

の
一
二

〃

〃

大
字
芦
野
字
福
泊
二
三

〃

〃

大
字
今
泉
字
唐
崎
二
〇
の
一

六
〇

〃

〃

大
字
長
沼
字
玉
清
水
二
二
八

の
六

〃〃〃二九･
五･
九退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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